
 

 

 

正副議長記者会見について（報告） 

 

 

１ 定例会の総括について 

 〇 今期定例会は５月１２日から５月１９日までの８日間の会期で開催した。 

〇 市長から提出された案件は、計５件を可決した。 

〇 議員提出議案について、特別委員会の設置等議案計３件、条例は「堺市議会議員の議員報酬の特

例に関する条例」を可決した。 

 〇 今期定例会で可決した議案数は全部で９件である。 

 

【（１）令和５年度堺市一般会計補正予算（第１号）について】 

〇 補正予算は、主にエネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、 

  ・７月中旬から、住民税非課税世帯に対して、１世帯当たり３万円を支給 

  ・５月末から、低所得の子育て世帯に対して、対象児童１人当たり５万円を支給 

するものである。 

〇 本件は、５月１９日の本会議において可決された。 

 

【（２）議員提出議案について】 

「堺市議会議員の議員報酬の特例に関する条例」 

〇 本条例は、大阪維新の会堺市議会議員団及び公明党堺市議団から提案されたもので、令和５年６

月１日から令和９年４月３０日までの間、議会運営委員会正副委員長、常任委員会正副委員長及び

特別委員会正副委員長の報酬月額を、議会議員の報酬月額である７８万円に引き下げるもの。 

〇 本議案は、５月１９日の本会議において可決された。 

 

 

２ 記者からの質問はなし 

 


